








【討議資料】
京都教職員組合

☎０７５－７５２－００１１
✉ info@kyokyoso.jp

働き方改革に逆行する中教審答申
これでは学校は良くなりません

中教審は「残業代を支払わない代わりに教職調整額支給する」という
現在の働き方の枠組みを維持し、教職調整額を 4％から 10％以上にと答
申し、文科省は13％への引き上げを要求しています。

『主任教諭』導入、担任手当など、
教職員を分断

授業持ち時数減や基礎定数増に踏み込まず
中教審答申は、授業持ち時数の上限や基礎定数の増に踏み込まず、加配で対応するとしています。

これでは、教員の働き方の改善も、子どもの教育を充実することも出来ません。

確かに賃金は上がります。
しかし、現状の月 70 時間～80 時間の時間外勤務＝「過

労死ライン」ギリギリの働き方は何も変わりません。
さらに、13％の手当支給では労働実態にはあっていませ

ん。現実に起きている時間外労働を、小手先の手当増額で
誤魔化させるわけにはいきません。

文科省の調査で判明した時間外勤務

1971年…月平均 時間 残業代の代わりに教職調整額として給料の４％を上乗せ支給

2022年…月平均 時間 実態は 35%の上乗せに相当する時間外勤務が発生

正規の労働時間を越えて働か
せることにペナルティーを与え
ることにより、残業を抑制する
制度です。（労働組合等との 36
協定を締結することが条件で、
使用者は割増賃金 25％以上を支
払う）

残業代とは？

13％への引き上げで給料があがるのだから,良いのでは？

私たちの願いは、教材研究や授業の準備を含
めて、仕事が勤務時間内に終了すること。その
ために、教員の持ち授業時数を減らして負担軽
減することです。さらに、事務職員などのスタ
ッフを大幅に増やすことです。

現行の給特法では、残業が蔓延していても、「自
主的なもの」とされ、行政も管理職も何も困りませ
ん。割増賃金（最低 35％以上）導入で残業を抑制す
る仕組みを作ることを求めています。

教職員を大幅に増やし、
負担軽減をはかること

残業をさせることが “ペナルティー”
となる法制度の確立

主任教諭（教諭を指導する）の導入を打ち出しています。
だだでさえ30代の教員には負担が集中するのに、さらに仕事
を増やすことになります。導入済の東京都では教諭の賃金を
下げて、主任教諭の賃上げ財源にあてています。
担任が大変なのはその通りですが、すべての教員に支給さ

れている義務教育等教員特別手当を担任手当の財源にあてる
のでは、教員間の格差拡大となります。
いずれも、教員間の分断を生む愚策です。

『主任教諭』導入で起こりうるリスク

低

先行導入の自治体を参考に作成

教諭のまま
だと基本給
は１～３万
程下がる

主任教諭の
賃上げの原
資は、教諭
の基本給を
下げて確保

北海道高等学校教職員組合
2024.11.08

私たち道高教組の願いは



11 月 27 日は、全国の
学校職場で一斉に定時アクシ
ョンするんやで。今の働き方を
変えたいって思いを教職員みん
なで一斉に発信したいんよね

うちの職場でもで
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5
月
13
日
の
中
教
審
（
特
別
部
会
）
に
お
い
て
、

「
『
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
』
を
担
う
質
の
高
い

教
師
の
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
に
関
す
る
総
合
的

な
方
策
に
つ
い
て
（
審
議
の
ま
と
め
）
」
（
以
下
、

「
審
議
の
ま
と
め
」
）
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
昨
年

6
月
か
ら
、
「
学
校
の
働
き
方
改
革
」
を
ど
の
よ
う

に
す
す
め
る
か
、
教
職
員
定
数
の
改
善
と
教
職
員
配

置
の
在
り
方
、
給
特
法
改
正
を
含
む
教
師
の
処
遇
改

善
な
ど
、
様
々
な
議
論
が
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
「
審
議
の
ま
と
め
」
は
、
長
時
間
労
働
を
解
消
す

る
た
め
の
教
員
の
基
礎
定
数
増
に
う
し
ろ
む
き
で
、

勤
務
時
間
管
理
が
困
難
な
こ
と
を
理
由
に
時
間
外
勤

務
に
歯
止
め
を
か
け
る
残
業
代
支
給
の
制
度
導
入
を

否
定
し
、
教
職
調
整
額
の
上
乗
せ
を
求
め
ま
し
た
。

ま
た
「
新
し
い
職
」
の
新
設
な
ど
、
教
職
員
間
に
新

た
な
分
断
を
持
ち
込
む
給
与
制
度
が
提
案
さ
れ
る
な

ど
、
現
場
の
願
い
に
背
を
向
け
る
も
の
と
な
っ
て
い

ま
す
。

「
審
議
の
ま
と
め
」
は
、
現

場
の
切
実
な
願
い
で
あ
る
教
職

員
増
に
つ
い
て
、
「
持
ち
授
業

時
数
の
減
少
の
た
め
に
は
用
い

ら
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
」
と

基
礎
定
数
増
に
う
し
ろ
向
き
で

あ
る
一
方
、
加
配
定
数
増
を
強

調
し
ま
し
た
。

小
学
校
で
持
ち
授
業
時
数
が

多
い
こ
と
か
ら
、
小
学
校
中
学

年
か
ら
の
教
科
担
任
制
の
導
入

を
求
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
新

卒
1
年
目
は
学
級
担
任
で
な
く

副
担
任
と
す
る
こ
と
や
、
中
学

校
で
不
登
校
出
現
率
が
高
い
た

め
、
全
中
学
校
に
生
徒
指
導
担

当
教
師
を
配
置
す
る
な
ど
の
案

が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
視
点
で
す

が
、
教
員
一
人
ひ
と
り
の
負
担

軽
減
を
図
る
た
め
に
は
、
す
べ

て
の
学
校
に
教
員
を
増
や
す
基

礎
定
数
増
こ
そ
が
現
場
の
願
い

で
す
。
加
配
定
数
を
増
す
こ
と

は
重
要
で
す
が
、
す
べ
て
の
学

校
に
配
置
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
政
策
目
的
実
現
の

た
め
の
加
配
定
数
増
は
、
単
年

度
措
置
が
基
本
で
あ
り
、
安
定

し
た
学
校
運
営
に
つ
な
が
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
臨
時
的
任
用
教

職
員
を
増
や
す
こ
と
に
も
な
り

ま
す
。

標
準
法
改
正
に
よ
る
基
礎
定

数
増
に
ふ
み
こ
ま
な
か
っ
た
こ

と
、
標
準
授
業
時
数
の
見
直
し

を
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
こ

と
は
、
学
校
現
場
の
切
実
な
願

い
を
裏
切
る
も
の
で
す
。
義
務

・
高
校
標
準
法
を
改
正
し
、
抜

本
的
に
基
礎
定
数
を
改
善
す
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

「
審
議
の
ま
と
め
」は
、「
時

間
外
勤
務
手
当
を
支
給
す
べ
き

と
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
教
師

の
職
務
の
特
殊
性
を
踏
ま
え
る

と
、
通
常
の
時
間
外
勤
務
命
令

に
基
づ
く
勤
務
や
労
働
管
理
、

と
り
わ
け
時
間
外
勤
務
手
当
制

度
に
は
馴
染
ま
な
い
」と
し
て
、

時
間
外
勤
務
手
当
制
度
の
し
く

み
を
つ
く
る
こ
と
を
否
定
し
ま

し
た
。
ま
た
、
「
勤
務
時
間
の

内
外
を
包
括
的
に
評
価
す
る
」

教
職
調
整
額
を
現
行
の
4
％
か

ら
10
％
以
上
に
引
き
上
げ
る
と

し
ま
し
た
。
こ
れ
で
は
、
い
く

ら
働
い
て
も
自
主
的
・
自
発
的

な
業
務
と
さ
れ
、
労
働
時
間
と

し
て
認
め
ら
れ
ず
、
無
定
量
な

仕
事
に
追
わ
れ
る
実
態
は
変
わ

り
ま
せ
ん
。
労
働
時
間
を
抑
制

す
る
た
め
に
時
間
外
勤
務
手
当

の
し
く
み
を
つ
く
る
こ
と
は
、

労
働
者
保
護
の
た
め
に
必
要
な

制
度
で
す
。

ま
た「
審
議
の
ま
と
め
」は
、

時
間
外
勤
務
手
当
の
し
く
み
が

あ
る
国
立
学
校
や
私
立
学
校

は
、
勤
務
条
件
が
私
的
契
約
で

あ
る
こ
と
や
、
公
立
学
校
は
子

ど
も
た
ち
が「
多
様
性
の
高
い
」

集
団
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
教
員
の
職
責

は
同
じ
で
あ
り
、
自
発
性
・
創

造
性
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
違

い
は
な
く
、
理
由
に
な
っ
て
い

ま
せ
ん
。

ま
た
教
職
調
整
額
を
10
％
以

上
に
ア
ッ
プ
さ
せ
る
こ
と
で

「
増
や
し
た
の
だ
か
ら
時
間
外

勤
務
は
仕
方
な
い
」
と
、
長
時

間
労
働
を
助
長
す
る
こ
と
が
危

惧
さ
れ
ま
す
。

在
校
等
時
間
や
持
ち
帰
り
業

務
を
労
働
時
間
と
認
め
、
実
際

に
行
っ
て
い
る
時
間
外
勤
務
に

対
し
、
労
働
基
準
法
に
も
と
づ

く
時
間
外
勤
務
手
当
支
給
の
し

く
み
が
必
要
で
す
。

全教「教育に穴があく（教職員未配
置）実態調査2023の5月結果」
※前年同時期調査に回答を寄せた
18都道府県3政令市

2022年度全教勤務実態調査結果

全教調査では、教員の時間外勤務の月平均は
96時間10分と過労死ラインを超えています。20
22年度の教員の精神疾患による病気休職者は、
前年を642人上回る6539人にまで達しています。
こういう状況のもと、代替者が見つからないば
かりか、年度はじめに学級担任の先生が配置で

きないという深刻な教員不足が全国に蔓延して
います。誰がいつ倒れてもおかしくない、まさ
に「このままでは学校がもたない！」危機的な
状況です。長時間労働の実態を放置し、必要な
教員を計画的に増やしてこなかった政府・文科
省の責任は重大です。

小学校 79．40%
中学校 72．60%

問題だらけの中教審「審議のまとめ」

問
題
だ
ら
け
の
中
教
審「
審
議
の
ま
と
め
」

問
題
だ
ら
け
の
中
教
審「
審
議
の
ま
と
め
」

18都道府県
3政令市
だけでも

2023年1934人

https://www.zenkyo.jp/ E-mail shinbun@educas.jp

中教審「まとめ」批判中教審「まとめ」批判

2022年955人

危機的状況の改善はまったなし
教職員未配置は
前年の2倍以上に

職場討議資料職場討議資料

標
準
法
を
改
正
し

基
礎
定
数
増
こ
そ
必
要

１

教員の時間外勤務の月平均は

宮下直樹

平日の休憩時間が
0分だった割合（教諭）

96時間10分

2024.7.15
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長
時
間
労
働
抑
制
に
は

時
間
外
手
当
の
し
く
み
が
必
要

２

号 外
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「
審
議
の
ま
と
め
」
に
は
、

突
然
「
新
た
な
職
」
の
創
設
が

盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

「
若
手
教
師
へ
の
サ
ポ
ー
ト

機
能
を
抜
本
的
に
強
化
す
る
と

と
も
に
、
子
供
の
抱
え
る
課
題

へ
の
対
応
や
学
校
横
断
的
な
取

組
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
学
校

内
外
後
の
連
携
・
調
整
機
能
を

充
実
さ
せ
る
た
め
」
と
し
て
、

「
中
堅
層
の
教
師
を
こ
の
新
た

な
職
と
し
て
学
校
に
配
置
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み

を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
」
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

給
料
表
上
、
教
諭
と
主
幹
教
諭

の
間
に
「
新
た
な
級
」
を
つ
く

る
と
し
て
い
ま
す
。

「
新
た
な
職
」
導
入
は
、
教

育
の
共
同
性
を
壊
し
、
教
職
員

間
に
階
層
化
・
序
列
化
を
持
ち

こ
み
、
上
意
下
達
式
の
学
校
と

な
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
先

行
し
て
導
入
さ
れ
て
い
る
東
京

都
で
は
、
子
ど
も
で
な
く
管
理

職
や
行
政
の
方
を
向
い
て
仕
事

を
す
る
雰
囲
気
が
生
ま
れ
て
い

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た

精
神
疾
患
で
の
病
休
者
が
、
全

国
平
均
よ
り
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。
（
全
国
0
・
71
％
、
東
京

1
・
24
％
）

若
手
へ
の
支
援
は
必
要
で

す
。
し
か
し
教
職
員
を
階
層
化

す
る
こ
と
は
必
要
な
支
援
と
な

り
ま
せ
ん
。
同
僚
性
に
も
と
づ

く
集
団
的
な
教
育
の
営
み
の
中

で
解
決
す
べ
き
問
題
で
す
。
学

校
現
場
に
、
ゆ
と
り
と
勤
務
時

間
の
中
で
す
べ
て
の
業
務
が
完

了
で
き
る
人
員
体
制
が
必
要
で

す
。「

新
た
な
職
」の
た
め
の「
新

た
な
級
」を
給
料
表
に
創
設
し
、

現
行
の
主
任
手
当
を
支
給
さ
れ

て
い
る
教
諭
よ
り
高
い
処
遇
と

す
る
と
し
て
い
ま
す
が
、
こ
こ

に
は
大
き
な
落
と
し
穴
が
あ
り

ま
す
。
新
た
な
級
の
創
設
の
前

提
に
は
、
総
人
件
費
の
枠
内
で

行
う
と
い
う
原
則
が
あ
り
ま

す
。
教
諭
（
2
級
）
と
主
幹
教

諭
（
特
2
級
）
と
の
間
に
新
た

な
級
を
創
設
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
に
必
要
な
総
額
を
低

位
の
講
師（
1
級
）・
教
諭（
2

級
）
の
賃
金
を
引
き
下
げ
る
こ

と
で
ま
か
な
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
（
左
上
図
参
照
）

ま
た
新
た
な
級
の
創
設
は
、

人
事
評
価
と
評
価
結
果
の
給
与

へ
の
反
映
を
想
定
し
た
も
の
で

す
。
こ
れ
で
は
評
価
者
た
る
管

理
職
の
意
向
に
沿
っ
て
教
育
活

動
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
り

ま
す
。
結
果
と
し
て
教
育
の
専

門
職
と
し
て
の
自
主
性
や
創
造

性
が
奪
わ
れ
、
目
の
前
の
子
ど

も
た
ち
の
状
況
か
ら
必
要
な
学

習
を
保
障
す
る
と
い
う
専
門
職

た
る
教
育
活
動
が
十
分
に
行
え

ま
せ
ん
。

東京都の公立学校の人事制度の変化○東京の教諭（2級）大卒初任給は

21万400円
○主幹教諭等を導入していないある県の教諭（2級）
大卒初任給は

22万7500円

主任教諭導入後主任教諭導入前

＊新たな職の創設の問題点
教員全体の給与総額は決まっています。新しくつ

くる3・4級の号給額引き上げ分を確保するため、
1・2級の号給額を引き下げることになります。

わ
た
し
た
ち
全
教
は
、「
教
職

員
勤
務
実
態
調
査
2
0
2
2
」

や
「
教
育
に
穴
が
あ
く
（
教
職

員
未
配
置
）実
態
調
査
」な
ど
、

深
刻
な
教
育
現
場
の
実
態
を
社

会
的
に
告
発
し
な
が
ら
、
今
の

教
育
危
機
を
打
開
す
る
7
つ
の

「
全
教
提
言
」
に
も
と
づ
き
運

動
を
す
す
め
て
き
ま
し
た
。

今
後
、
中
教
審
答
申
を
経
て

2
0
2
5
年
通
常
国
会
に
給
特

法
改
定
案
が
上
程
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
の

成
長
を
保
障
す
る
た
め
に
も
、

勤
務
時
間
内
に
業
務
が
完
了
で

き
る
よ
う
な
義
務
・
高
校
標
準

法
の
改
正
と
、
長
時
間
労
働
を

抑
制
す
る
時
間
外
勤
務
手
当
支

給
の
し
く
み
を
も
り
こ
ん
だ
給

特
法
の
改
正
を
求
め
て
、
す
べ

て
の
教
職
員
に
知
ら
せ
、
現
場

か
ら
声
を
上
げ
、
社
会
的
な
世

論
を
広
げ
な
が
ら
、
そ
の
実
現

の
た
め
、
運
動
を
す
す
め
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

○私たちの願いを広く教職員・保護者・地
域のみなさんに広げましょう！

・各職場で中教審批判チラシを配布し、長
時間労働解消のため、「正規教職員の大
幅増員」と「残業代支給を可能にする給
特法改正」の声を広げます。

・子どもたちの学習権を保障するために
も、ゆたかな教育条件の確立が必要であ
り、今の学校現場の状況と、保護者・地
域のみなさんが願う学校について大いに
語り合い、願いを共有しましょう。

○来年の通常国会に向け、全教と各組織は
以下のとりくみをすすめます。

・各学校で、学習会等のとりくみをすすめ
ます。

・各地で学習会・シンポジウムを開催しま
す。

・各地方議会に、「教職員の大幅増員」「残
業代支給可能とする給特法の改正」と「そ
のための教育予算の拡充」を求める自治
体意見書採択や決議を求めます。

・地元選出国会議員や文教・文部科学委員
会の国会議員、各政党に私たち教育現場
の要求を懇談要請します。

・地域の教育懇談会や教育集会、街頭宣伝
などで、保護者・市民のみなさんに訴え、
対話しましょう。

学習指導要領を見直し、教育
内容の精選を。
子どもたちを追いつめるつめ
こみ教育ではなく、本来の学
びの楽しさを。

勤務時間内で授業準備やすべ
ての業務が完了できる教職員
の配置を。
そのために教員の授業持ち時
間数に上限を。

中・高の35人学級の早期実現
とともに、国際的スタンダー
ドである「20人学級」を展望
した少人数学級の実現を。

すべての学校に衛生委員会設
置を義務化し、法的拘束力を
もった働きやすい職場環境の
改善を。

時間外在校等時間や持ち帰り
業務を労働時間として認め、
残業代支給を可能とする給特
法の改正を。

地域移行は国が責任をもって
予算化し、保護者負担が増大
することのないように。
顧問の押しつけがないよう必
要な支援員の配置を。

中央教育審議会や教育委員会
等が設ける審議会に、教職員
や教職員組合の代表の参加
を。

４級 校長

３級 副校長

特２級 主幹教諭

２級
教諭（８５％）養護
教諭・栄養教諭

を含む

１級 実習教員・寄宿舎
指導員

６級 校長

５級 副校長

４級 主幹教諭

３級
主任教諭（３７.４％）
主任養護教諭・主
任栄養教諭を含む

２級
教諭（４５.９％）養護
教諭・栄養教諭を

含む

１級 実習教員・寄宿舎
指導員

競争主義的な
教育政策の見直しを

「
新
た
な
職
」導
入
は

教
職
員
の
序
列
化
に
？

労働安全衛生
体制の確立を

３

全教7つの
提言

詳細はこちら

全教は
こう考えます

教職員の声を
施策に反映させる

しくみを

全教7つの提言全教7つの提言

少人数学級の
推進を

➡

長時間労働解消に
つながる給特法の

改正を

教職員定数の
抜本的改善を

私
た
ち
が
切
り
拓
い
て
き
た

情
勢
に
確
信
を
も
っ
て

４

部活動の
見直しを

東京都教育委員会ホームページより

街頭宣伝をした岡山高のみなさん

とりくみを広げましょう！とりくみを広げましょう！


